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１ 長尾台地区の概要 

多摩区長尾台地区は、昭和 40年代から造成が行われ、約 500世帯の住宅が立ち並ぶほか、独立行政法人労働安全
衛生総合研究所、妙楽寺（通称 あじさい寺）及び長尾神社などが立地している。 
地区内は急な坂が多く、周辺の「長尾」バス停留所から妙楽寺までの高低差は約 42ｍ、また「切通し上」バス停
留所から妙楽寺までの道のりにおける上下の高低差を合計すると約46ｍとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 長尾台地区周辺の公共交通の状況 

(1)周辺の鉄道駅 ・JR南武線 久地駅（歩行距離 約1.3ｋｍ） 
・JR南武線 宿河原駅（歩行距離 約1.4ｋｍ） 

(2)周辺のバス停留所 ・「長尾」バス停留所（歩行距離 約 620メートル） 
・「切通し上」バス停留所（歩行距離 約860メートル） 

※距離は全て図 1 の長尾台住宅自治会中心に位置する高橋商店（下図の●）からの距離を示している。

 
３ 長尾台地区のこれまでの取組について 
平成18年度 多摩区長尾6丁目及び 7丁目の一部に住む方々で構成される長尾台住宅自治会におい

て、コミュニティ交通について検討を始める。 
 
平成 20年9月 長尾台住宅自治会を母体として「長尾台コミュニティ交通導入推進協議会」が設

立され、協議会でアンケートを実施するなど、運行計画案の検討を開始する。 
 
平成 21年12月～国土交通省から「コミュニティバスの導入に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」

という。）が示されたことから、以降、協議会が既存バス路線との競合に配慮した

様々な運行ルートの検討等を進める。 
 
平成 22年 12月～アンケートを実施した上で、運行ルート、運行ダイヤ等の運行計画案を作成し、

需要予測を行う。 
 
平成 23年8月 交通管理者、道路管理者及び交通事業者（株式会社高橋商事）とともに走行環境

テストを実施する。 
 
平成 23年11月 10日（木）～12月9日（金）までの1か月間 運行実験を実施 
 
平成 23年 12月～運行実験の結果や事後アンケート調査を踏まえ、地元協議会、交通事業者及び市

が協議しながら、運行計画の見直しの検討を進める。 
 
平成 24年11月 運行計画の見直し等の検討から、車両の大型化等をめざし、交通管理者、道路管

理者及び交通事業者（株式会社高橋商事）とともにマイクロバスによる走行環境

テストを実施する。 
 
平成 25年3月 試行運行の実施に向けて、公平性・公正性を確保するため、運行事業者を協議会

が神奈川県バス協会を通して公募し、協議会は高橋商事を事業者と決定した。ま

た、協議会が市に対し、試行運行への支援の申請を行い、市は試行運行の支援を

決定した。 
 
平成 25年7月1日（月）～9月30日（月）までの3か月間 試行運行実施予定 
 

４ コミュニティバスの導入検討にあたり配慮する事項と今後の取組について 

長尾台地区周辺には、既存のバス路線が比較的多く運行していることから、その既存バス路線との競合に配

慮しながら、運行計画を作成していく必要がある。 

この既存バス路線との競合については、ガイドラインにおいて、コミュニティバスの導入に際し留意すべき

事項として記載されている。 

このことから、試行運行期間中には、協議会、交通事業者及び川崎市等が協力しながら、コミュニティバス

利用者へのアンケートや既存路線バスの利用状況の調査を行い、運行実験からの車両の大型化等に伴う利用動

向の変化などを把握し、川崎市地域公共交通会議分科会（長尾台地区）で関係事業者との調整を行い、その結

果を踏まえて本格運行に向けた検討を進める。 

長尾会館 

南武線久地駅 

高橋商店 

長尾神社 
妙楽寺 

（あじさい寺） 

「切通し上」 

バス停留所 

約36ｍ 約42ｍ 約58ｍ 
約13ｍ 

約14ｍ 

【長尾台地区 高低差イメージ図】 

約16ｍ 

「長尾」バス停留所 

多摩区長尾台地区        試行運行 実施    

停留所 路線名 運行ルート 運行本数 

長尾 
向０２系統（   ） 向ヶ丘遊園駅東口～二子玉川駅 １５往復/日 

溝０６系統（   ） 登戸駅・向丘遊園駅東口～溝口駅前・井田営業所 ３５往復/日 

切通し上 

向０１系統（   ） 向ヶ丘遊園駅東～梶が谷駅 ５０往復/日 

登０６系統（   ） カリタス学園・中野島多摩川住宅～菅生車庫・鷲ヶ峰営業所前 １０往復/日 

登０５系統（   ） 登戸駅～菅生車庫・鷲ヶ峰営業所前 ６９往復/日 

資料１ 

約46ｍ
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５ 運行計画 （運行実験と試行運行 対照表） 

 

 

 運行実験時 試行運行 今回の試行運行における改善点 

運行期間 
平成 23 年 11 月 10 日（木）～12 月 9 日（金）ま

での 1 か月間 
平成 25 年 7 月 1 日（月）～9 月 30 日（月）までの 3 ヶ月間  

運行車両 
ワゴン車（トヨタコミュータ） 

１台 

（乗客定員 １２人） 

マイクロバス 

１台 

（乗客定員 ２５人） 

 

・乗り残しや、乗り残しを避けて利用しなかった人への対応として、車両を大

型化 

運行日 
平日 及び 土曜・休日 

（※平日と土曜･休日はダイヤが異なる。） 

平日 及び 土曜 

（※休日は運休） 

・利用希望の多い平日及び土曜日の運行とし、利用者の少ない休日の運行

を止めることでの収支採算性の向上 

運行本数 

①（久地駅便）  

平日   ：３５往復   

土曜・休日： ７往復 

 

②（登戸駅便） 

平日   ： ８往復 

 土曜・休日： ７往復 

①（久地駅便）  

平日  ：２１往復 

 土曜  ： ７往復 

 

②（登戸駅便）  

平日  ：１１往復 

土曜  ： ７往復 
・実験時の利用状況から、昼から夜の時間を中心に運行本数を減らし、従事

する運転手を減らし、登戸駅行きを増便することで、収支採算性の向上。 

運行間隔 
朝夕：久地駅便 20 分間隔 

日中：久地駅便と登戸駅便それぞれ 60 分間隔

朝夕：久地駅便 20 分間隔 

日中：久地駅便と登戸駅便それぞれ 60 分間隔 

運行時間 「あじさい寺」停留所 6:10 発から 22:50 発 
「あじさい寺」停留所 6:30 発から 22:20 発  

（参考資料２「時刻表」を参照） 

運行ルート 

①長尾台あじさい寺 ～ 久地駅 

（往復４．０km） 

②長尾台あじさい寺 ～ 登戸駅 

（往復６．３㎞） 

 

（資料２「路線図」を参照） 
①長尾台あじさい寺 ～ 久地駅 

（往復４．０km） 

②長尾台あじさい寺 ～ 登戸駅 

（往復６．３㎞） 

※一部の便を除き「研究所前」「五所塚公園前」から乗車し

て、久地/登戸駅まで行けるよう改善。 

・一部の便を除き長尾台地区内で循環する路線の設定 

停留所 
往復合計１２か所 

（※一部運行乗降制限を設ける停留所あり） 

往復合計１２か所 

（※一部運行乗降制限を設ける停留所あり） 
 

基本運賃 

体系 

大人：２００円 小児：１００円 

（70 歳以上・障害者等の方は 100 円割引） 

 

大人：２００円 小児：１００円 

（70 歳以上・障害者等の方は 100 円割引） 

割引のない回数乗車券の導入 

・乗車時の利用者の利便性確保し、割引のない回数乗車券の導入 

運行事業者 
株式会社高橋商事（道路運送法第 21 条第 1 項第 2

号の規定による乗合旅客の運送） 
株式会社高橋商事（道路運送法第 21 条第 1 項第 2 号の規定による

乗合旅客の運送） 
 

※     は運行実験から見直しをしている部分です。 



＜凡例＞ 

久地・登戸駅方面 

停留所位置:   停留所名称: 

長尾台（あじさい寺）方面 

停留所位置:   停留所名称:  

 

運行ルート系統N1： 

（あじさい寺 → 久地駅 、約１．８ｋｍ） 

運行ルート系統N2： 

（久地駅 → あじさい寺 、約２．２ｋｍ） 

運行ルート系統N3： 

（あじさい寺 → 登戸駅 、約２．９ｋｍ） 

運行ルート系統N4： 

（登戸駅 → あじさい寺 、約３．４ｋｍ） 

 

 

ＪＲ南武線 

東名高速道路 

久地駅 

宿河原駅 

登戸駅 

小田急線 

⑦長尾橋 
(乗車専用) 

(長尾台方面) 

①あじさい寺 
(乗車専用)(久地・登戸駅方面)

⑧長尾会館前 

⑤長尾橋 
(降車専用) 
(登戸駅方面) 

⑨長尾台中央 

②長尾台中央 
(久地・登戸駅方面) 

⑩研究所前 

④久地駅 
(長尾台方面) 

⑥登戸駅 
(長尾台方面) 

③長尾会館前 
(久地・登戸駅方面) 

⑪五所塚公園 

⑫あじさい寺 
（降車専用） 

(※)「長尾橋」停留所 

既存バス路線の停留所と同じ位置になるため、競

合に配慮し、長尾橋周辺の既存路線バスの利用者が

コミュニティバスに転換することを避けて、⑤番を

降車専用、⑦番を乗車専用とする。 

長尾台地区 

平日11 往復、土曜日７往復 

平日 21 往復、土曜日７往復 

一部の便を除き、循環便として、

⑫で降車せずに続けて乗車でき

るように改善

 

 

 

  

運行日 運行ルート 運行時間帯 運行本数 

平日 あじさい寺 ～ 久地駅（片道約2㎞） 朝夕 
久地駅行 ２１往復 

登戸駅行 １１往復 
あじさい寺 ～ 久地駅（片道約2㎞） 

あじさい寺 ～ 登戸駅（片道約3㎞）［相互運行］ 
昼 

土曜日 あじさい寺 ～ 久地駅（片道約2㎞） 

あじさい寺 ～ 登戸駅（片道約3㎞）［相互運行］ 
昼 

久地駅行  ７往復 

登戸駅行  ７往復 

多摩区長尾台地区        試行運行 路線図 資料２ 
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１ 運行実験の概要について 
（１）運行主体 

    長尾台コミュニティ交通導入推進協議会（会長 児井正臣） 

 

（２）運行期間 

    平成23年 11月 10日（木）から12月 9日（金）までの１か月間（３０日間） 

 

（３）運行日 

    月曜日から日曜日（週７日運行、土休日は減便運行） 

 

（４）運行車両 

乗客定員１２名（車両１台による運行） 

 

（５）運行ルート、運行時間帯及び運行本数 

運行日 運行ルート 運行時間帯 １日の運行本数 

平日 

あじさい寺 ～ 久地駅（片道約 2㎞） 朝夕 
久地駅行 ３５往復

登戸駅行  ８往復
あじさい寺 ～ 久地駅（片道約 2㎞） 

あじさい寺 ～ 登戸駅（片道約 3㎞）［相互運行］ 
昼 

土休日 
あじさい寺 ～ 久地駅（片道約 2㎞） 

あじさい寺 ～ 登戸駅（片道約 3km）［相互運行］ 
昼 

久地駅行  ７往復

登戸駅行  ７往復

（６）停留所 

    往復合計１２か所（一部乗降制限を設ける停留所を含む）  

 

（７）運 賃 

運 賃 大 人 小 児 備 考 

基本運賃 ２００円 １００円  

７０歳以上・障害者の方の運賃 １００円 無賃 基本運賃から１００円割引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 運行実験の結果について 

（１）運行実験時利用人数［30日間（1か月間･平日 21日、土休日 9日）］             （人） 

※1 高齢者等の利用人数は利用人数と運賃収入から推計される値である。 

 

（２）収入額［30日間（1か月あたり）］（税込）                         （円） 

収 入 額 

今回の運賃収入額 高齢者等の割引相当額(推

計値)(※2) 

本格運行時に想定される

収入額合計(推計値) 

949,500 168,700 1,118,200

※2 高齢者等の割引相当額については、「川崎市コミュニティ交通における高齢者等割引事業補助金交付要

綱」に基づく補助の対象である。 

 

（１）運行実験時利用人数の推移［30日間（1か月間･平日 21日、土休日 9日）］ 
 

 

運行実験 

利用人数 

利用人数 １日あたりの利用人数 １便あたりの利用人数 

平日 
(21日間)

土休日 
(9日間)

全日 
(30日間)

平日 
(21日間) 

土休日 
(9日間) 

全日 
(30日間)

平日 
(21日間)

土休日 
(9日間)

全日 
(30日間)

4,851 740 5,591 231 82 186 2.6 2.9 2.7 

うち高齢者等

利用人数(※1)
1,424 263 1,687 67 29 56 0.7 1.0 0.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多摩区長尾台地区における運行実験について 

【 地域の主な広報活動 】 
広報用チラシ 

広報用ポスター 

出発式の実施（平成23年 11月 10日、妙楽寺にて実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23年 11月 10日 
参加者による集合写真 

運行実験 運行車両 

(乗客定員 12名) 

●運行本数：久地駅３５往復 

登戸駅 ８往復 

合計４３往復（片道８６便）

●対象日数：     ２１日 

●利用人数計：４,８５１人 

●１日平均利用人数： ２３１人 

 

●運行本数：久地駅７往復 

登戸駅７往復 

合計１４往復（片道２８便） 

●対象日数：  ９ 日 

●利用人数計：７４０人 

●１日平均利用人数：８２人 

【 凡 例 】 

１日の利用人数 

      うち高齢者等利用人数 

      近似直線（１日の利用人数） 

平日 

土休日 

参考資料 3 


